
島立地区特定空家等 略式代執行による除却の報告

◎建物等概要

◎経過

Ｈ２４． １．１０ 当該特定空家等の隣接者から相談
２７． ５．２６ 空家等対策の推進に関する特別措置法（以下、「空家法」という。）
３１． ３．１８ 松本市空家等対策計画を策定

Ｒ ２． １．２２ 当該空家等（１軒）に立入調査を実施し、特定空家等と判定
８．２７ 特定空家等の判定について、松本市空家等対策協議会にて了承

１１． ９ 特定空家等に認定
３． ６．２５ 空家法第１４条第１０項に基づく公告
３．１０．１３ 代執行宣言 除却工事着手

２６ 代執行終了宣言 除却工事終了

１ 所 在 地
松本市大字島立３９９０番地９、３９９１番地４

２ 家屋情 報
木造瓦葺平屋建、居宅、床面積５０㎡

３ 土地所有者
Ａ（平成１５年死亡）

４ 家屋所有者
登記なし。固定資産税情報から、所有者Ａ

５ 相続人
相続人不存在（放棄・限定承認なし）

◎総事業費 約２４０万円 （廃棄物処分費、相続財産管理人選任費用含む）
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◎特定空家等の認定

松本市特定空家等判断基準マニュアルに基づき判定。空家法第２条第２項に
ある、特定空家等の４つの要件のうち、「倒壊等著しく保安上危険となるおそ
れのある状態」について、判定基準点５６０点中、３３５点（５９.８％）とな
り、判断基準の５０％を超えたため、特定空家等と判定されました。

＜主な老朽箇所＞

柱の破損、傾斜、屋根の破損 外壁の破損

島立地区特定空家等 略式代執行による除却の報告 資料２

2



◎解体前 （内部調査状況） Ｒ3.7.26

内部動産の様子

建物破損箇所の内部の様子

現金、遺影、位牌などが見つかったため、
相続財産管理人に引き継ぐ予定です。
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◎解体中

代執行開始宣言 Ｒ3.10.13

内部動産の搬出
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◎解体中～終了

代執行終了宣言 Ｒ3.10.13

島立地区特定空家等 略式代執行による除却の報告 資料２

5



除却後跡地売却にかかる相続財産管理人選任の報告

◎制度利用の目的

① 除却後跡地を売却し、略式代執行による除却
工事費用を回収するため。

② 管理者不在による管理不全空き地を防ぐため。

◎制度の概要

相続人が全くいない場合や相続人全員が相続放棄した場合に、相続財産を管理
するために、財産管理人を選ぶ手続です（民法952条）。相続財産管理人は、被
相続人（亡くなった人）の債権者等に対して被相続人の債務を支払うなどして清
算を行い、残余財産は国庫に帰属させます。
利害関係人が、家庭裁判所に申立てを行い、家庭裁判所が選任します。

本ケースでは、略式代執行による除却工事費の債権を理由に松本市が利害関係
人となりました。

◎現在の状況

令和３年１０月１日付で申立てを行い、１１月１９日に審判が下され、相続財
産管理人（市内在住の弁護士）が選任されました。
現在、相続財産管理人により、被相続人の財産調査や、相続人調査等が行われ

ています。
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